
確 認 書

琉球大学長と沖縄国公労琉球大学労働組合・琉球大学病院労働組合・琉球大学教授職

員会（以下「労働組合」という。）との間で「平成２１年６月期における期末・勤勉

手当」に関し，下記のとおり確認する。

記

１．琉球大学長は，「国立大学法人琉球大学における平成２１年６月に支給する期末手

当・勤勉手当の特例措置に関する規程（平成２１年６月１日施行）」（以下「特例規

程」という。）について，過半数代表者選出の手続きをとることが出来なかったこ

とにより，労使間の信頼関係を損なったことを遺憾とする。

２．琉球大学長は，国立大学法人をめぐる社会情勢を総合判断し，平成２１年６月期に

おける期末・勤勉手当について，その支給の一部を削減する。削減によって生じる

財源について，その使途などについて労働組合からの意見や各部局からの要望等を

集約しながら計画・執行する。

３．琉球大学長は，過半数代表者を選出し，特例規程について意見の聴取を行う。労働

組合は，今回の不利益変更措置に対する代償措置を含む労働条件の改善について交

渉が続けられることを条件として，過半数代表者の選出に協力する。

４．琉球大学長は，夏に予定されている人事院勧告を受けて，労働組合に対し情報提供

を行うとともに，その対応について労働組合と交渉を行う。
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